
障�害�者�自�立�支�援�制�度�
の�仕�組�み� 6

No.

生活保護�
0円�

低所得2�
24,600円�

月額負担上限�
（所得に応じ）�

定率負担（1割）�
（補装具価格に応じ）�

補 装 具 価 格�

一般�
37,200円�

低所得1�
15,000円�

負

担

額�

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯�

補装具の利用者負担制度
がはじまります

１０
月
１
日
か
ら
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
を
行

う
場
合
、
費
用
の
１
割
が
利
用
者
負
担
と
な
り
、

負
担
の
上
限
額
は
、
１
か
月
間
に
３
７
、２
０
０

円
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
本
人
又
は
世
帯
員
の
う
ち
、
住
民
税
所

得
割
の
最
多
納
税
者
の
納
税
額
が
、
５０
万
円
以
上

の
世
帯
の
場
合
、
補
装
具
の
費
用
は
全
額
利
用
者

負
担
と
な
り
ま
す
。

低
所
得
者
１
及
び
低
所
得
者
２
の
人
に
つ
い
て

は
、
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
利
用
者
負
担
分
を

町
が
負
担
し
ま
す
。

※
低
所
得
１
と
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
障

害
者
本
人
の
年
収
が
８０
万
円
以
下
の
世
帯

※
低
所
得
２
と
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
低

所
得
１
以
外
の
世
帯

補
装
具
費
利
用
者
負
担
の
支
払

�
町
へ
補
装
具
支
給
申
請
を
す
る

�
町
か
ら
交
付
さ
れ
る
補
装
具
交
付
券
を
補
装
具

製
作
業
者
に
提
示
す
る

�
補
装
具
購
入
（
修
理
）
費
の
利
用
者
負
担
分
を

支
払
う

�
代
理
受
領
分
支
払
請
求
書
（
兼
代
理
受
領
に
対

す
る
委
任
状
）
を
補
装
具
製
作
業
者
に
提
出

（
※
こ
の
書
類
に
基
づ
き
、
補
装
具
製
作
業
者

は
残
り
９
割
を
町
に
請
求
）

▼
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課

社
会
福
祉
係

�
�
９
１
２
８

保保
育育
所所
のの
民民
営営
化化
にに
係係
るる

受受
諾諾
法法
人人
をを
募募
集集
しし
まま
すす

町
は
、
保
育
需
要
に
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
、
町
立

保
育
所
の
民
営
化
を
実
施
し
ま
す
。
運
営
す
る
法
人

（
事
業
者
）
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

�
民
営
化
の
手
法

民
設
民
営
方
式
（
土
地
を
事
業
者
へ
無
償
貸
与
、
建

物
・
備
品
等
は
事
業
者
へ
無
償
譲
渡
）

�
対
象
保
育
所

保
育
所
の
名
称＝

町
立
蓼
沼
保
育
所

所
在
地＝

上
三
川
町
大
字
東
蓼
沼
６
３
２
番
地
２

定
員＝

６０
名

�
応
募
資
格

上
三
川
町
内
で
社
会
福
祉
法
第
２２
条
の
規
定
に
基
づ

き
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
人
又
は
、
同
法
に
よ
り

移
管
時
期
（
事
業
者
に
よ
る
事
業
開
始
の
時
期
）
ま

で
に
社
会
福
祉
法
人
を
取
得
可
能
な
も
の
。

�
移
管
の
時
期

平
成
１９
年
４
月
１
日
�

�
募
集
要
項
等
説
明
会

▼
日
時＝

８
月
２１
日
�

午
後
１
時
３０
分
か
ら

▼
場
所＝

上
三
川
町
庁
舎
３
階
中
会
議
室

�
募
集
要
項
等
配
布
期
間
・
場
所

８
月
７
日
�
〜
８
月
３１
日
	



申
込
書
受
付
期
間

８
月
２２
日
�
〜
９
月
５
日
�

▼
申
込
書
提
出
先
及
び
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課
子
育
支
援
係

�
�
９
１
３
０

広報かみのかわ １８．８．１ １０


